
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは 
 

日本共産党杉並区議会議員 

 
 

 

酒井まさえです 

 

 

 

  区議会第２回定例会  補正予算 

事業者への光熱費高騰分 助成費用を計上 

 

 
 

 

 

２０２3 年６月１８日 №１４６ 連絡先 日本共産党杉並区議団控室 3312-2111 

     ０９０-９３２５-５６７６ sakaimasae.0507@gmail.com 

 

 

区
議
選
で
掲
げ
た
公
約
が
実
現
へ 

 

引
き
続
き
物
価
高
騰
対
策
に
全
力
を
！ 

５
月
３
１
日
か
ら
始
ま
っ
た
第
２
回
定
例
会
に
、
区
内
中
小
事

業
者
に
対
す
る
光
熱
費
高
騰
分
の
支
援
を
盛
り
込
ん
だ
補
正
予

算
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。 

事
業
名
は
「（
仮
称
）
杉
並
区
光
熱
費
高
騰
緊
急
対
策
助
成
金
」

（
下
表
）
で
、
予
算
額
は
１７
億
２
６
４
９
万
円
。
国
か
ら
の
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
ま
す
。 

日
本
共
産
党
は
、
昨
年
１
０
月
以
降
４
回
に
わ
た
り
、
岸
本
区

長
に
、
物
価
高
騰
対
策
の
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

事
業
者
に
対
す
る
電
気
代
・
ガ
ス
代
等
光
熱
費
高
騰
分
支
援
を
要

請
し
、
４
月
の
区
議
選
で
も
公
約
に
掲
げ
て
い
ま
し
た
。 

現
下
の
物
価
高
騰
を
ふ
ま
え
、
区
が
区
内
中
小
事
業
者
へ
の
支

援
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
重
要
で
す
。
補
正
予
算
は
、
１２
日 

総
務
財
政
員
会
で
審
議
・
採
択
さ
れ
、
１９
日
の
本
会
議
で
採
決
が

行
わ
れ
ま
す
。 

 

 住民税非課税世帯・低所得の子育て

世帯へ給付金が支給されます。 

■住民税非課税世帯等へ３万円給付 
電気・ガス・食料品等価格高騰による負担を軽

減するための支援として、住民税非課税世帯、家

計急変世帯等に対して、１世帯当たり３万円の現

金を支給。７月３日から順次、世帯主宛てに確認

書または申請書（転入の場合）等を同封したお知

らせが発送されます。 

家計急変世帯は申請が必要です。詳細は区ホ

ームページをご覧ください。 

■低所得の子育て世帯への５万円給付 
 低所得の子育て世帯に対し、特別給付金（児童１

人当たり一律５万円）を支給。 

申請方法や支給時期等については、ホームページを

ご覧ください。 

 

 

 

物価高騰に直面する区内事業者等の支援 
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健
康
の
話 

 

歯
の
健
康
に
つ
い
て 

 

６
月
４
日
は
「
虫
歯
予
防
デ
ー
」
で
す
。
６
月
４
日

～
１０
日
は
「
歯
と
口
の
健
康
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 
 

さ
て
み
な
さ
ん
は
何
本
の
歯
が
あ
り
ま
す
か
？ 

永
久
歯
は
、
親
知
ら
ず
４
本
を
含
め
て
３
２
本
で
す
。 

「
８
０
２
０
運
動
」
は
、
８
０
歳
に
な
っ
て
も
２
０
本

の
自
分
の
歯
を
残
し
、
健
康
を
維
持
し
ま
し
ょ
う
、
と

い
う
運
動
で
、
虫
歯
の
予
防
、
歯
周
病
の
予
防
が
大
事

に
な
り
ま
す
。 

 

歯
周
病
は
、
口
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

さ
ま
ざ
ま
な
病
気
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。 

 

口
の
中
の
細
菌
や
歯
周
病
に
よ
り
で
き
た
炎
症
物

質
が
血
液
に
入
り
身
体
に
回
り
、
動
脈
硬
化
を
促
進

さ
せ
た
り
、
血
糖
を
下
げ
る
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
の
働
き

を
妨
げ
て
し
ま
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

全
身
の
健
康
を
守
る
た
め
に
も
、
歯
と
口
の
健
康

管
理
が
大
切
で
す
。 

① 

食
後
の
歯
磨
き
を
し
、
歯
と
歯
ぐ
き
を
き
れ
い

に
し
ま
し
ょ
う
。
歯
間
ブ
ラ
シ
や
フ
ロ
ス
も
使

い
歯
垢
を
除
去
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

歯
磨
き
の
際
は
、
フ
ッ
素
が
入
っ
た
歯
磨
き
粉

を
使
う
と
い
い
で
す
。 

③ 

食
後
に
歯
磨
き
を
で
き
な
い
時
は
、
う
が
い
だ

け
で
も
し
ま
し
ょ
う
。 

④ 

歯
磨
き
の
時
間
は
、
で
き
れ
ば
３
分
位
に
、
難

し
い
時
は
、
夜
だ
け
で
も
３
分
間
す
る
と
い
い

で
す
。 

⑤ 

か
か
り
つ
け
歯
科
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。 

定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
歯
垢
も
取
っ
て
も
ら

い
ま
し
ょ
う
。 

お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら 

酒
井
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

 

 ６月１日から、高齢者の補聴器購入助成の申請が始まりました。 

日本共産党区議並区議団が区民のみなさんと連携して、2019 年から求め続けてきた制度がつい

に実現しました。難聴の高齢者が、適切な補聴器を装着することにより、日常生活の中でコミュニ

ケーションを促進することは、認知症予防にもなります。ぜひご活用ください。 

 

■対象者 区内在住の 65 歳以上で補聴器相談医から補聴器の必要性を認められた方（聴力が身体

障害者手帳〈聴覚障害〉の交付対象となる方を除く） 

■助成額  

▶住民税非課税世帯の方 

補聴器購入費総額と基準額（13 万 7000 円）を 比較して、いずれか少ない方の額に 3 分の 1 を

乗じた額（上限 4 万 5700 円） 

▶住民税課税世帯方 

補聴器購入費総額と基準額（13 万 7000 円） を比較して、いずれか少ない方の額に 6 分の 1 を

乗じた額（上限 2 万 2900 円） 

■助成回数 １人１回まで 

■対象機器 補聴器本体（電池・充電器・イヤモールドを含む） 

申請方法は、区ホームページをご覧ください。 

 また、区の高齢者在宅支援課に問い合せください。 

 

 

 

６月１日から申請受付開始 

高齢者の補聴器購入費助成制度スタート 

 

 

HP をご

覧 く だ

さい。 

  

 区民から、「通学路

なのに車がスピ―ド

を出して通る」との

声をいただき、区に

要望し注意喚起の表

示がされました。 

（梅里２丁目地域） 

 区民から「新築の

家ができ、見通しが

悪くなっている。カ

ーブミラ―がほし

い」との声をいただ

き、区に要望しこの

ほど設置されまし

た。（成田西地域） 


